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○環境安全衛生管理方針 
  １．無事故・無災害操業の達成「ゼロ災の達成」 
  ２．エコアクション２１ ガイドラインに沿っての環境負荷低減の推進 

  ３．地域とのコミュニケーション（防災活動含む） 
  ４．衛生管理の徹底    
  ５．その他（人材育成含む） 

○無事故・無災害操業の達成「ゼロ災の達成」実施項目・目標 
   ・「爆発・火災」 「挟まれ・巻き込まれ」 「フォークリフト転倒」を重点

に作業手順に基づいたリスク抽出（深掘り）とリスクⅣ・Ⅴの低減
対策（本質安全化）の実施 

     ⇒ 目標 リスクレベルⅣ以上⇒Ⅲ以下の低減対策実施 
   ・全員参加（協力会社含む）によるヒヤリハット・危険予知の発掘 
     ⇒ 目標 ３件／月・人 以上 

   ・ＫＹ（危険予知）シート、ＴＢＭ（ツールボックスミーティング）、安全
作業指導書による作業前ＫＹの実施 

     ⇒ 非定常作業前ＫＹの必須実施         

環境安全衛生活動 



○リスクアセスメントの進め方 

  １．専門的知識・所見が必要になる為、各部署参加を実施条件として、現 
状リスクの見積もり・評価、対策後のリスク再評価（予測）実施 

  ２．リスクレベルⅣ・Ⅴについては、環境安全衛生委員会にて報告 
  ３．リスク低減対策を計画的に実施 
  ４．リスク低減対策後のリスク再評価（実績）実施 

※リスク評価＝リスクレベル 

  危険に近づく頻度、発生の可能性、事故の重大性について評価し、それぞれのリスクポイント 
合計でリスクレベルⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴを決める。 



 ５．技術的問題等により、リスクレベルがⅣ・Ⅴに留まってしまう場合は、リ 
スク評価レベル、残留リスク及び、リスク対策・厳守事項を設備等に表示

し、「危険個所の見える化」で全従業員に注意喚起 

   更にリスクレベルⅣ・Ⅴ箇所の作業については、上位職の許可制とし、
作業前ＫＹ実施後、作業開始 

※危険度に関わらず、非定常作業前ＫＹを実施している。 
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危険箇所の見える化 



 ６．リスク低減対策の継続 
  ・リスク低減までは、ソフト対策の重層化を進め、管理強化を図る 

  ・本質安全化を実現するにあたり、技術的問題については、グループ会社
の情報、他社情報及び関係技術の収集を行い、リスク低減の本質安全化
を進める 

   


